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学生会員に関わる規程

平成 23年 11月20日制定

本規程は学会会則第 3章会員第 6条 5を受けて定めるものとする。

(学生会員の登録条件)

第 1条 学生会員は、本会の会則第 1章総則第 2条の定める目的に賛同し、日本国の管轄省庁の認可によ

り所在する大学院博士前期課程(修士課程)、大学学部、短期大学、専門学校(専修学校専門課程)、

高等専門学校の満 18歳以上の在学(校)生とする。

2 大学院博士後期課程(博士課程)、通信教育課程、科目履修生、大学研究生等の所属者はこれを

認めない。

(学生会員の権限・制限)

第2条 学生会員の権限として、学会誌への投稿資格、学会大会への参加と発表(口頭発表、ポスター発

表)申し込みの資格を有する。

2 本会が発行する学会誌の配布。

3 本会が運営するホームページの登録(ユーザー IDと仮パスワードの発行)。

4 学生会員の制限として、役員の選挙権(合、被選挙権)、総会での発言権、総会議事録署名人、

学会賞推薦者(連名を含む)の資格は認めない。

(入会)

第3条 本会の学生会員になろうとするものは、次の手続きをとり、理事会(含、常任理事会)の承認を

得た者とする。

2 学生会員としての入会申込書を事務局に提出する O 入会金は学会会則第 7章会計第 20条 1の規

程により免除する O

3 2に在学(校)証明書を添付し提出する。

(登録期間)

第4条 学生会員の資格(登録期間)は 1年間とし、その当該年度末までとする。なお、継続することも

できる O

2 継続手続は、在学(校)証明書を添付して継続届を事務局に提出する。

(会費)

第5条学生会員は、年会費を納める。

2 年会費は学会会則第 7条会計第 20条 5が定める年度額として正会員の半額とする。

3 会計年度は学会会則第7章会計第 21条による。

(大会参加費等)

第6条 学生会員の大会参加費は、会場受付時に第 I条の定める身分を証明する学生証を提示することで

無料とする。但し、学生証の提示がない場合は正会員の半額を納めることとする。

2 地域研究に参加する学生会員は、その参加費を納めるものとする O
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(退会)

第7条 学会会則第 7章会計第 21条の定める期間を以つてなされる。

2 学生会員の登録期間内において、退会届の提出があった場合には退会を認める。

3 学会会則第 3章会員第 8条に抵触した場合には、理事会(合、常任理事会)の審議を経て退会措

置を講ずる O

(申請受付の取消)

第8条 学生会員の入会申込書あるいは学生会員の継続届を提出後、定められた期間内に年会費の支払手

続が確認できない場合は、事務局において申込受付の取消を行なう O

附則

1.本規程は平成 23年 11月20日より施行する。
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「レジャー・レクリ工ーション研究Jへの投稿について

投稿は、常時受け付けておりますが、審査を要するジャンルの原稿の場合には審査期

間、発刊時期等を見計らって、投稿してください。積極的な投稿をお待ちしております。

投稿論文送付先

干15ト 8677 東京都渋谷区富ケ谷 2-28 -4 

東海大学観光学部観光学科

(日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会)

田中伸彦宛

TEL: 03-3467-2211内4308




